
こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）
の実施について

～制度概要、設備運営基準、給付内容等～

令和７年１２月 川口市子ども部保育幼稚園課



こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）概要・意義①
• こども誰でも通園制度は、令和７年度から、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に「乳児等通園支
援事業」と規定され、令和８年度からは、「乳児等のための支援給付」として、全ての自治体で実施
することとされています。

• 利用対象者は、子どものための教育・保育給付を受けていない0歳6か月～満３歳未満の小学校就学前
子どもであって、月一定時間までの利用可能枠（令和７年度は月10時間が上限）の中で利用が可能と
されています。

• 民間事業者が、乳児等通園支援事業を行う場合は、市町村⾧の認可が必要であり、市条例で定める
「川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」に適合していることが条件となります。
また、市町村による指導監査、勧告等の対象とされています。

【乳児等のための支援給付対象区分】

<ロゴのコンセプト>
「こども誰でも通園制度」により、こ
どもたちが新しいモノ・コトに出会え
るイメージし、通園制度を利用したこ
どもたちの発見や驚きを「虫メガネ」
で、輝く笑顔や未来を「星の煌めき」
でシンプルに表現します。
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2024.12 こども家庭庁
検討会取りまとめ資料 出典
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こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）概要・意義②
乳児等通園支援事業は、令和７年度から、子ども・子育て支援法に基づく「地域子ど
も・子育て支援事業」として法制化され、令和８年度からは子ども・子育て支援法に
基づく新たな「乳児等のための支援給付」として創設される。

地域子ども・子育て支援事業（乳児等通園支援事業）

•地域子ども・子育て支援事業とは、市町村が地域の実情に応じ、市町村子ども・子
育て支援事業計画に従って実施するもの

乳児等のための支援給付（特定乳児等通園支援）
•乳児等のための支援給付とは、市町村の責務により、総合的かつ計画的に行うもの
（市町村は、利用者に対し乳児等支援給付費を支給）
⇒令和8年度からは、全ての自治体での実施が必須となる。
（全施設での実施までは求められていない。）
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こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）概要・意義③
乳児等通園支援事業の実施内容は次のとおり。
【利用者の視点から】
対象者:保育所、認定こども園、地域型保育事業等に通っていない０歳６か月から満３歳未満とする

（満３歳児は対象外）。認可外保育施設に通っている０歳６か月から満３歳未満は対象と
するが、企業主導型保育施設に通っている０歳６か月から満３歳未満は対象外とする。

利用可能時間:こども一人当たり月10時間を上限とする。
保護者負担額:各事業者が設定可（令和７年度における国が示す標準額は、こども一人１時間あたり３００円だが、それに捉われない）

利用調整:事業所と利用者との契約
【事業者の視点から】
実施施設:保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、認可外保育施設、

幼稚園、地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等
（余裕活用型は、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所のみ）

給付金額:利用乳幼児の年齢に応じた給付単価及び、利用時間等により算出される額を給付
認可基準:①設備基準（面積要件）:0・1歳児:3.3㎡以上、2歳児:1.98㎡以上

②資格:保育士又は市⾧が行う研修修了者を2人以上配置（1/2保育士）※緩和規定あり
③配置基準:0歳児3:1、1歳児5:1、2歳児6:1

利用枠の設定:事業者において利用枠の設定を行い、利用乳幼児を受入れ（曜日・時間限定も可）
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実施内容の検討について①
「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」で規定されている事業区分（実施方式）は次の
とおりであり、各事業者が実情にあった利用方法を選択し、組み合わせて実施することができます。
認可手続きの際、どの実施方式及び利用方法で行うか選択のうえ、申請していただくことを想定。

【利用方法】
・定期利用…利用する園、月、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法
・自由利用…利用する園、月、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法
【実施方法】
・一般型（在園児と合同）…専任職員を配置し、在園児と合同（同じ部屋）で預かる方法
・一般型（専用室独立実施）…専任職員を配置し、専用室で預かる方法
・余裕活用型…既存の職員配置で在園児と合同（同じ部屋）で預かる方法※預かれる人数は配置基準内
【組み合わせイメージ】
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実施内容の検討について② 2024.8 こども家庭庁自治体
向け説明会資料 出典
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職員配置基準について①
【一般型の職員配置基準】
乳児等通園支援従事者（保育士又は乳児等通園支援に従事する職員として市等が行う
研修を修了した者）であり、1/2以上は保育士とし、２名を下回ってはいけない。
ただし、次の要件に該当する場合は１名とすることが可能である。
• 保育所等と一体的に実施され、当該保育所等の職員からの支援を受けられる場合であ
り、乳児等通園支援事業従事者が保育士である場合

• 利用乳幼児の人数が３人以下であり、保育所等の保育室等（在園児と合同の部屋）に
おいて実施され、当該保育所等の職員が保育士である場合
※乳児等通園支援従事者は保育士でなくてもよい。

【余裕活用型の配置基準】
保育所等における既存の保育室及び職員配置の範囲内で実施することから、現行の市基
準のとおり。
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職員配置基準について②
【一般型における職員配置の緩和規定】
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給付単価等について
【給付金額（予定）】※令和７年度こども誰でも通園制度事業実施要綱において規定されていた額であり、令和８年度については未定。

利用乳幼児の年齢に応じた一人１時間当たりの給付単価
なお、加えて障がい児、要支援家庭、医療的ケア児を受け入れる場合、加算分が給付されます。

（基本分） （加算分）単価年齢

1,300円０歳児

1,100円１歳児

900円２歳児

単価項目

400円障がい児加算

400円要支援家庭のこども加算
2,400円医療的ケア児加算

【利用料（予定）】
利用料の設定及び徴収方法については、各実施施設において設定します。
国は、利用乳幼児一人１時間当たり300円が標準と示していますが、それに捉われません。
また、家庭状況に応じて下記表の額を減額し、軽減額は給付します。

※軽減額は、令和７年度こども誰で
も通園制度事業実施要綱において規
定されていた額であり、令和８年度
軽減額については未定。

金額項目

１時間 300円生活保護受給世帯

１時間 240円住民税額非課税世帯

１時間 210円市民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯

１時間 150円要支援・要保護家庭

9
※その他令和８年度の給付項目については、国から示され次第別途ご連絡をさせていただきます。



こども誰でも通園制度総合支援システムについて
こども誰でも通園制度の運用にあたり、こども家庭庁が基盤整備し、各地方公共団体・施設・利用者が
利用できる「総合支援システム」が導入されます。
利用イメージ、利用スキームは次のとおりです。
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11
2024.11こども家庭庁自治
体向け説明会資料出典



事業開始までのスケジュールについて
本市では、令和８年４月からの実施を予定しており、実施希望事業者に対しては、乳児等通園支援事
業者としての認可・確認を行います。

【スケジュール】
令和７年度 ６月30日

令和８年度 ４月１日

事業者向け説明会（動画配信形式によるオンライン説明）
こども誰でも通園制度実施意向アンケート（回答期間:７月１６日（水）まで）

７月１日「川口市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準条例」施行
12月下旬「川口市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準条例」施行予定
--------以下の項目は、準備が整い次第手続き等を開始します----------------------------

・実施意向事業者との協議及び認可・確認申請の手続き
・総合支援システムに関する事業者向けアカウント及び資料の送付（実施園のみ）
・利用者の認定手続き及び利用申請受付け開始（時期は検討中）
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施
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実施事業者の認可・確認申請手続きについて
実施事業者は、「乳児等通園支援事業」の認可・確認申請手続きが必要となります。
申請手続は、次の順序にて行います。

【事前協議～認可・確認までの流れ】
①事業実施を希望する場合は、保育幼稚園課との事前協議を行います（利用定員の変更がある場合は
併せて手続きが必要）。同法人で複数の施設で行っていただくことも可能です。

②乳児等通園支援事業の認可・確認の申請
③認可・確認の申請に関する審査（現地確認も含む）
④川口市社会福祉審議会児童福祉専門分科会（施設認可部会）への意見聴取
⑤認可・確認
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【事業の実施フロー】

R８事業者
募集及び事前協議

事業の
認可・
確認申請

児童福祉専門分科会
（施設認可部会）
への意見聴取

認可・確認
（事業開始）審査



【認可・確認手続きに係る提出書類】現時点で予定されている申請及び添付書類は次のとおりです。
① 乳児等通園支援事業認可・確認申請書（川口市指定様式）
② 誓約書（川口市指定様式）
③ 乳児等通園支援事業計画書（川口市指定様式）
④ 乳児等通園支援事業に係る収支予算書（川口市指定様式）
⑤ 登記事項証明書（法人の場合）又は身分証明書（個人の場合）
⑥ 定款、寄附行為その他の規約（法人又は団体である場合に限る。）
理事会等を経て定款又は寄付行為等に本事業を実施する旨を規定していただく必要があります

⑦ 乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程
⑧ 経営の責任者及び実務を担当する幹部職員（乳児等通園支援事業管理者）の氏名及び経歴書
⑨ 実務を担当する幹部職員（乳児等通園支援事業管理者）の資格を証する書類
⑩ 乳児等通園支援事業に従事する職員の保育士資格を証する書類
⑪ 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面（実施場所とその面積がわかるもの）
⑫ 土地及び建物の登記事項証明書又は、賃貸借契約書（賃借の場合に限る。）
⑬ 賃借対照表、損益計算書、財産目録その他これらに準ずる書類（直近１会計年度分）
※一部省略可能となる場合がございます。
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こども誰でも通園制度Q&A①
Q1. こども誰でも通園制度は、一時預かり事業と何が違うのでしょうか。
A1. 一時預かり事業は、保護者のために「預かる」という考え方である一方、こども誰でも通園制度はこどもの成

⾧のために「通う」という考え方を基本としています。また、給付制度であることにより、一時預かりを実施
していなかった市町村においても実施することから、対象のこどもであれば誰でも利用できるようになります。

Q2. 一時預かり事業を実施している事業者（施設）においても、実施することは可能か。
A2. 可能です。なお、職員や保育室等の兼用した場合の取り扱いについては、令和８年度の国要綱が未公布である

ことから、詳細は追ってご連絡します。
Q3. 1０時間を超えて受け入れを実施した分は給付対象となるでしょうか。
A3. 一人当たり「月10時間」を上限とするため、それを超える時間については、給付対象となりません。

※一時預かり事業実施施設は、10時間以降の利用は一時預かり事業として利用受付をすることが可能です。
Q4. ２歳児を対象に幼稚園のプレ保育を実施している施設がありますが、プレ保育は本事業の対象となりますで

しょうか。
A4. 本事業の実施要綱や基準等を満たしていれば対象となりますが、対象のこどもは、0歳6か月～満3歳未満と

なっておりますので、満3歳の子が利用する場合には、本事業の対象外となります。
Q5. 保護者負担については、施設の収入としてよろしいでしょうか。
A5. 問題ありません。
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こども誰でも通園制度Q&A②
Q6. 昼食・おやつ代など実費となる費用は別途徴収してよろしいでしょうか。
A6. 保護者の同意のうえ、必要に応じて徴収いただいて問題ありません。
Q7. 親子通園における「利用の条件」について、明確にルールを設ける必要がありますでしょうか。

また、どこがルールを定めるのでしょうか。
A7. 事業や制度の目的・意義に沿っていれば、事業所判断で対応して構いません。ただし、こどもの育ちの観点

から、親子通園が⾧期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意してください。
Q8. キャンセル対応について、統一したルールはありますでしょうか。
A8. キャンセルの取り扱いについては川口市においてキャンセルポリシー等を作成し、その取扱いに準じていただく

ことを想定しています。
Q9. こども誰でも通園制度を令和9年度から実施する予定です。年度の途中からの実施は可能でしょうか。
A9. 年度途中から事業を実施することも可能です。開始時期は令和８年４月でなくとも構いません。

なお、認可手続き等に時間を要するため、期間に余裕を持った申請をお願いいたします。
Q10.利用可能な曜日及び時間帯、定員（特定の歳児のみ実施等）、料金については事業者の判断で決められるのか。
A10.曜日及び時間帯、定員（特定の歳児のみ実施等）、料金については各事業者で自由に設定いただくことが可能

です。
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参考～こども誰でも通園制度紹介動画～

【YouTubeリンク】（再生時間:４分23秒）
https://youtu.be/r484FaCCJfU?si=5W4ZO2zSykIz4Dea
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ご質問等ございましたら、保育幼稚園課までメールにて
お問い合わせください。

担当 川口市子ども部保育幼稚園課
TEL 048-271-9336（直通）

ご覧いただきありがとうございました。


